
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

●改定方針決定 ●素案決定 ●パブコメ ●決定

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

●改定方針決定 ●素案決定 ●決定

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

28年度当初 28年度実績

予算額 0千円 66,310千円 66,310千円

決算額 0千円 62,023千円

執行率（％） 0.0% 93.5% 

事
後
評
価

実
績

・三鷹市地域防災計画の一部改定
・災害時機能転換マニュアルの検討
・職員危機管理力向上研修の実施（８回実施）
・災害情報システム構築

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

・三鷹市地域防災計画に三鷹中央防災公園・元気創造プラザを新たな防災拠点として位置付けた。
・総合防災センター機能の確実な運用に向けた災害時機能転換マニュアルの検討及び防災無線関係機器
を移設するとともに、防災無線自動電話応答システムを導入し、総合防災センターの防災機能の整備を
図った。
・保育園を含めて危機管理力向上研修を実施し、災害対応を行う職員の危機管理力及び災害対応能力の
強化を図った。
・災害情報システムの構築により、ICTを活用した迅速かつ的確な情報収集・集約及び意思決定が可能と
なった。

事業の総括
（主管課）

　元気創造プラザへの防災無線機器の移設及び災害情報システムの構築を行い、総合防災センターが災
害対策本部拠点として確実に機能するよう整備を図った。また、防災無線自動電話応答システムを導入
し、市からの緊急情報を市民が確実に確認できる手段を確立した。
　施設やシステムにおける機能整備だけでなく、災害対応を行う市職員の危機管理力向上研修を保育園
も含めて８回実施したほか、災害時機能転換マニュアルの検討や三鷹市地域防災計画の一部改定を行う
など、ソフト面での対策強化も着実に進めている。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

27年度実績

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

・防災会議において、三鷹市地域防災計画の一部改定の方針決定。
・機能転換マニュアル内容検討。
・災害情報システムの構築として、事業者と協議を重ね、機能及び課題の確認作業を実施。
・平成28年度の第１回目の危機管理力研修を実施。
・無線移設工事の契約依頼を行った。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　災害を想定したタイムライン（行動計画
表）の策定に取り組むこと。

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

12月

事業の成果
（目標）

・総合防災センター機能の確実な運用に向けた機能転換マニュアル作成及び防災関係機器等を移設し、
総合防災センターを核とした危機管理態勢の強化を図る。
・危機管理力向上研修の実施により、災害対応を行う職員の危機管理力及び災害対応能力を強化する。

【事業概要】

【事業量】

・三鷹市地域防災計画の一部改定　　　　　　　　　・総合防災センター機能転換マニュアルの作成
・危機管理力向上研修の実施（５回/年以上）       ・災害情報システムの構築
・防災無線関係機器等の移設

　整備事業を進めている三鷹中央防災公園・元気創造プラザを新たな防災拠点として位置付けるため、三鷹市地
域防災計画を一部改定するとともに、総合防災センターの平常時から災害時への機能転換マニュアルを作成する
ほか、災害対応を行う職員の危機管理力及び災害対応能力を強化するための危機管理力向上研修を実施する。さ
らに、総合防災センターの開設に向け、防災無線関係機器等の移設、災害情報システムの構築等を行い、同セン
ターを核とした危機管理態勢の強化を図る。

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名
総合防災センターの開設に向けた危機管理態勢の強化
（三鷹中央防災公園・元気創造プラザのオープンに向けた取り組み）

個別事業
掲載No

総 ― 1

総合防災センター機能転換マニュアルの検討、災害情報システムの構築 

防災無線関係機器の移設 

危機管理力向上研修の実施 

三鷹市地域防災計画の改定 

三鷹市地域防災計画の改定 

災害時機能転換マニュアルの作成、災害情報システムの構築 

危機管理力向上研修の実施 

防災無線関係機器の移設 
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

災害時在宅生活支援施設の整備

総合防災訓練の実施

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

災害時在宅生活支援施設の整備

総合防災訓練の実施

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名
災害時在宅生活支援施設の拡充等による市民の自助と地域の
共助の強化

個別事業
掲載No

総 ― 2

１ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・災害時在宅生活支援施設の整備により、地域の共助の強化を図る。
・多世代の訓練参加を目指すとともに、多様な訓練項目を取り入れた総合防災訓練の実施により、市民
の自助の強化を図る。

【事業概要】

【事業量】

・災害時在宅生活支援施設の整備（３か所）
・総合防災訓練の実施

　震災等災害発生時に自宅等で避難生活を送る市民の支援を行うとともに、平常時の地域の防災活動拠点とする
ため、災害時在宅生活支援施設の整備を行い、地域の共助の防災力の強化を図る。また、災害時の被害を最小限
に食い止めるため、中学生、小学生、その保護者等、多世代の訓練参加を目指し、多様な訓練項目を取り入れた
総合防災訓練を実施し、事前の備えを行うための動機づけ、行動に移す機会とし、市民の自助の強化を図る。

2,990千円

　災害時在宅生活支援施設は、当初は３か所を計画していたが、施設を運営していく町会と詳細を協議
していく過程で、町会内でもう少し時間をかけて検討していきたいという旨の申出があったため、次年
度以降に整備することとした。
　総合防災訓練では、地域の共助の取組みの視点から、市内の大学や高校にも参加協力を呼びかけ、多
くの学校等と連携して総合防災訓練前の授業や放課後に事前訓練や防災意識啓発に取り組むことで、総
合防災訓練に参加した生徒の防災力向上につながった。

事業評価
審査会

評価・意見等

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

・今年度整備する災害時在宅生活支援施設について、施設の運営に携わる町会等と打ち合わせを行い、
整備内容を固めた。
・防災訓練については、メーン会場の新川中原地区災害対策連合会との打ち合わせを重ね、多世代が参
加できる訓練項目を決定したほか、防災関係機関には全機関会議を通じて、防災訓練概要の説明及び訓
練協力の依頼をした。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　自主防災組織について、新規転入者等が
気軽に参加しやすいよう連絡先等を明示し
たり、各種訓練に積極的に協力するなど、
組織の継続に向けた自主的な取り組みを支
援すること。

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1

27年度実績

決算額 1,923千円

事
後
評
価

実
績

・災害時在宅生活支援施設を２か所整備、１か所については既存倉庫内に保管スペースを確保
・多様な訓練項目を取り入れた総合防災訓練の実施

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

・災害時在宅生活支援施設を２か所（大沢地区公会堂、井口西地区公会堂）に整備し、地域の共助の強
化を図った。
・総合防災訓練では、市民の実動訓練を中心とした訓練内容とし、児童・生徒等の防災への関心を高め
ることができるような訓練や防災クイズコーナーなどの多様な訓練項目を取り入れ、多世代が参加でき
る訓練とした。

事業の総括
（主管課）

予算額 2,215千円 2,990千円

28年度当初 28年度実績

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

2,164千円

執行率（％） 86.8% 72.4% 

　引き続き、自主防災組織等の活動
を支援する取り組みを実施すること
が望ましい。

予
算
執
行
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

防犯設備整備補助金申請受付 ○ 交付決定 ○ 防犯カメラ設置工事

防犯設備整備補助金実績報告書 ○

防犯設備整備補助金検査 ○

防犯設備整備補助金確定・請求・入金 ○

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

防犯設備整備補助金申請 ○ 交付決定 〇

防犯設備整備補助金実績報告書 ○

防犯設備整備補助金検査 ○

防犯設備整備補助金確定・請求・入金 ○

市独自設置防犯カメラ契約 〇

団体防犯カメラ設置工事

市独自設置防犯カメラ設置工事

1,140千円

1,275千円

5,965千円

6,853千円

主管課評価 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）1

87.0% 

28年度当初 28年度実績

予算額 4,670千円

決算額

執行率（％） 89.4% 

事
後
評
価

実
績

・団体による防犯カメラの設置
　井口協和会５台、大沢下原町会２台、下連雀若葉会５台、下連雀第一町会３台　　　合計　４団体　15台設置
・市独自による防犯カメラの設置
　吉祥寺通り東側（万助橋～ジブリ美術館の間）２台、第七中学校周辺２台　　　　　合計　４台設置

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

・市内の４団体から、追加要望も含め防犯カメラの設置補助申請があり、15台の防犯カメラを設置した
ほか、市の独自設置により４台の防犯カメラを設置した。
(この他に教育委員会で小学校４校及び第七中学校の通学路に計23台の防犯カメラを設置した。）

事業の総括
（主管課）

・３団体に９台の街頭防犯カメラを設置する予定であったが、井口協和会より３台の追加要望があり、
また、下連雀第一町会より新たに３台の設置要望があったため、当初の予定台数より６台増え、市内の
街頭防犯カメラは計167台となった。防犯カメラの設置拡充に向けて、町会・商店会等を対象に防犯カメ
ラの果たす犯罪抑止効果について地域の理解を得るよう、引き続き三鷹警察署と連携して啓発を進め
る。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

27年度実績

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

・井口協和会２台、大沢下原町会２台、下連雀若葉会５台　合計　３団体　９台分を東京都へ補助金申
請済（７／27）。
・井口協和会及び下連雀第一町会から、各３台の追加設置要望があったため、９月補正により対応し
た。
・市の独自設置の４台については、三鷹市生活安全推進協議会において設置地域が確定（６／１）。

事業評価
審査会

特記意見

　市の独自設置については、生活安全推進
協議会での意見を踏まえ、十分精査のうえ
実施することが望ましい。 政策会議

評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

12月

事業の成果
（目標）

・街頭に防犯カメラを設置することで、犯罪の抑止と地域の防犯力が向上することにより、安全安心の
まちづくりの推進を図る。

【事業概要】

【事業量】

・犯罪抑止及び地域の防犯力の向上を目的として、商店会や町会などの地域団体が連携して行う防犯カメラの設
置事業に対して支援を行うほか、市も独自に防犯カメラの設置を行う。
・市民協働パトロール団体の拡充及び活性化を図るため、様々な機会を通じて働きかけを行う。
・生活安全推進協議会と協働で安全安心のまちづくりをさらに推進する。

・防犯カメラの設置（団体及び防犯カメラ設置台数）
　井口協和会２台、大沢下原町会２台、下連雀若葉会５台　３団体９台、市の独自設置４台　合計 13台設置予定

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 防犯カメラの設置等による安全安心のまちづくりの推進
個別事業
掲載No

総 ― 3
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

一時避難場所案内図多言語化

防火貯水槽移設

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

一時避難場所案内図多言語化

設計業務

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 一時避難場所案内図の多言語化等による公助の推進
個別事業
掲載No

総 ― 4

１ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

　一時避難場所案内図の多言語により災害時における外国籍市民や外国からの観光客の避難誘導支援の
充実を図る。

【事業概要】

【事業量】

・多言語化標識の整備（９箇所）
・防火貯水槽の移設（１基）

　震災等災害時における人的被害を低減するため、外国籍市民や外国からの観光客が安全な場所へ素早く避難で
きるように一時避難場所案内図の多言語化に取り組む。また、外環道路整備に伴い移設が必要となる防火貯水槽
について、消防水利が極めて希薄な地域であることから、地域の消防力強化のため、防火貯水槽の容量を40㎥か
ら60㎥にして増やして移設する。

42,523千円

・一時避難場所案内図の多言語化により、外国籍市民や外国からの観光客が安全に避難するために必要
な防災情報を効果的に得られるようになった。
・外環道路整備に伴う貯水槽の移設工事については、補償額の算定方法について想定以上に国との協議
に時間を要したことに加え、12月の工事入札不調により、工事内容を一部変更して平成29年度に実施す
ることとした。

事業評価
審査会

評価・意見等

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

・多言語化する案内図の仕様を決定し、契約管理課に契約依頼を行っている。
・貯水槽の補償費について、国との協議に多少の時間を要したが、現在、設計業務に入っている。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2

27年度実績

決算額 0千円

事
後
評
価

実
績

・多言語化した一時避難場所案内図を９箇所に設置した。
・防火貯水槽（60㎥）の設計を行った。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

・４か国語（英語、中国語、ハングル語、日本語）を標記した一時避難場所案内図を各コミュニティ・
センター及び広域避難場所の計９箇所に設置し、避難誘導支援の強化を図った。
・防火貯水槽（60㎥）の設計業務は行ったが、工事実施には至らなかった。

事業の総括
（主管課）

予算額 0千円 46,679千円

28年度当初 28年度実績

主管課評価 3 事業評価審査会評価 3 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

6,673千円

執行率（％） 0.0% 15.7% 

予
算
執
行
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

上連雀分庁舎(仮称)建設工事  電話工事等開設準備 開設及び施設管理

 家屋調査 仮設駐輪場及び仮設駐車場整備

駐輪場及び駐車場の整備に向けた実施設計

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

上連雀分庁舎(仮称)建設工事 電話工事等開設準備 開設及び施設管理

家屋調査 仮設駐輪場及び仮設駐車場整備

駐輪場及び駐車場の整備に向けた実施設計

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 上連雀分庁舎及び市民センター内仮設駐車場等の整備
個別事業
掲載No

総 ― 5

１ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

　上連雀分庁舎の７月しゅん工、９月開設に向けて、関係部課と連携しながら工事の進捗、関係者との調
整を行う。
　市民センター内に仮設駐車場を整備するとともに、駐輪場及び駐車場の整備に向けた実施設計を行う。

【事業概要】

【事業量】

　老朽化した第二分庁舎について、耐震性の確保と利便性向上を図るため、建替えを行い、上連雀分庁舎として整
備する。
　三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設に向けて、仮設駐輪場及び仮設駐車場を整備するとともに、駐輪場及
び駐車場の整備に向けた実施設計に取り組む。

・上連雀分庁舎（仮称）建設工事７月完了　・家屋調査実施　・電話工事等開設準備　・開設及び施設管理
・仮設駐輪場及仮設駐車場の整備　・駐輪場及び駐車場整備に向けた実施設計

462,976千円

　第二分庁舎は、耐震性の確保と利便性向上を図るため上連雀分庁舎として建て替え、分庁舎としての機
能とともに、NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会、みたかボランティアセンター、NPO法人みたかハンディ
キャブの事務所や、ボランティア団体が利用できる会議室を備えた複合施設として開設した。
　仮設駐輪場及び仮設駐車場の整備については工事を完了し、仮設駐輪場は平成29年１月10日、仮設駐車
場は３月６日より使用を開始し、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ利用者の駐輪及び駐車台数を確保し
た。
　駐輪場及び駐車場の整備に向けた実施設計については、平成28年６月22日に着手したが、三鷹まちづく
り総合研究所に庁舎等建替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会を設置し検討を進めているため、進
捗状況を勘案しながら設計業務を進める必要があることから、契約変更を行い実施設計完了を平成29年度
末とした。

事業評価
審査会

評価・意見等

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　６月28日に上連雀分庁舎がしゅん工し、７月23日に内覧会を開催した。９月１日の開設に向け、電話工
事等を完了した。
　駐輪場及び駐車場の整備に向けた実施設計について、入札により６月21日に設計業者と契約し、設計に
着手した。仮設駐輪場及び仮設駐車場の整備については、施設の年度内完成を目指し設計を進めている。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1

27年度実績

決算額 119,553千円

事
後
評
価

実
績

・上連雀分庁舎（仮称）建設工事完了　・家屋調査完了　・電話工事等開設準備完了　・開設及び施設管理開始
・仮設駐輪場及仮設駐車場の整備完了　・駐輪場及び駐車場整備に向けた実施設計着手

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

　上連雀分庁舎は、６月28日にしゅん工後、家屋調査及び電話工事等開設準備を完了し、分庁舎としての
機能とともに、NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会、みたかボランティアセンター、NPO法人みたかハン
ディキャブの事務所や、ボランティア団体が利用できる会議室を備えた複合施設として９月１日に開設し
た。
　仮設駐輪場及び仮設駐車場の整備については工事を完了し、仮設駐輪場は平成29年１月10日、仮設駐車
場は３月６日より使用を開始した。
　駐輪場及び駐車場の整備に向けた実施設計を行い、立体駐車場の実施設計を一部完了した。

事業の総括
（主管課）

予算額 136,162千円 491,615千円

28年度当初 28年度実績

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

453,844千円

執行率（％） 87.8% 98.0% 

予
算
執
行
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

●ストレスチェック説明会

●ストレスチェック

●各課ヒアリング

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

●ストレスチェック説明会

●ストレスチェック

●各課ヒアリング

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 職員のライフ・ワーク・バランスの推進
個別事業
掲載No

総 ― 6

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・完全一斉定時退庁日、絶対退庁時間(午後10時)の一層の徹底を図る。
・ストレスチェックを実施する。

【事業概要】

【事業量】

　完全一斉定時退庁日の徹底等により、時間外勤務縮減に取り組むとともに、ストレスチェックの実施など健康
管理の両面から、ライフ・ワーク・バランス（LWB）の実現に取り組む。また、次世代育成支援対策推進法及び女
性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく各特定事業主行動計画の推進に取り組む。

  ストレスチェック説明会（２回）の実施、ストレスチェックの実施。時間外勤務時間数に関する各課へのヒア
リングの実施。

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

  各課とのヒアリングに基づき時間外勤務の目標時間数(前年度比10.5％減)を設定した。また、今年度
からの新たな試みとして、完全一斉定時退庁日の他に、月１回程度、各課の定時退庁日（LWB推進デー）
を設定することとした。
　４月～７月の完全一斉定時退庁日の徹底の実績は、総時間外勤務時間における完全一斉定時退庁日の
時間外勤務時間の割合は5.3％となり、昨年度同時期並となっているため、引き続き、完全一斉定時退庁
日の徹底に取り組む。
　５月24日～27日にストレスチェックを実施(受検者数　1,290人、受検率 98.9％）。その後、必要に応
じてメンタルヘルス改善のため産業医面接を行った。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

　重点的に取り組む課題とする。
　生活の充実あってこそ仕事の充実につな
がる、さらに、人生・生命・生活を大切に
するという市からのメッセージとして、市
の公的な場面における呼称を「ライフ・
ワーク・バランス」と統一する。

事
後
評
価

実
績

・全職員を対象としたストレスチェック説明会及びストレスチェックの実施
・時間外勤務時間数に関する各課へのヒアリングの実施
・LWB推進デーの設定

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

878千円

905千円

12月

事業の成果
（実績）

・ストレスチェック説明会２回実施
・ストレスチェックの受検者数　1,290人（受検率 98.9%）
・年間の総時間外勤務時間数に占める完全一斉定時退庁日（毎週水曜日）の時間外勤務時間数の割合は
5.3％
・年間の総時間外勤務時間数に占める絶対退庁時間(午後10時）以降の時間外勤務時間数の割合は1.86％
・LWB推進デーの設定（平成29年３月実績：49部署中46部署で実施。月間総時間外勤務時間数に占める
LWB推進デーの時間外勤務時間数の割合は1.3％）
・男性の育休取得率23.1%（次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進法に関す
る法律に基づく各特定事業主行動計画の目標値20％）

事業の総括
（主管課）

　職員自身のストレスへの気付き及びその対処への支援並びに職場環境の改善を通じて、職員がメンタ
ル不調になることを未然に防止するため、新たに「ストレスチェック」を実施し、その後、必要に応じ
てメンタルヘルス改善のため産業医面接を行うなど、職員の健康管理のための取り組みの充実を図っ
た。また、今年度からの新たな試みとして、完全一斉定時退庁日の他に、月１回程度、各課の定時退庁
日（LWB推進デー）を設定することとし、職場における時間外勤務の縮減と職員のLWBの推進に向けた取
り組みの充実を図った。次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進法に関する
法律に基づく各特定事業主行動計画の目標については、男性の育児休業取得率等については達成したも
のの、１人当たりの時間外勤務時間数などの項目は未達成であることから、完全一斉定時退庁日やLWB推
進デー等の一層の徹底を図る。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行 執行率（％） 0.0% 97.0% 

28年度当初 28年度実績

予算額 0千円 905千円
27年度実績

決算額 0千円

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

時間外勤務縮減の取組 

時間外勤務縮減の取組 
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

●採用試験

●採用試験 ●採用試験 ●各部との定数ヒアリング

●再任用選考

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

●採用試験

●採用試験 ●採用試験 ●各部との定数ヒアリング

●再任用選考

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

事業の成果
（実績）

・OJTや障がい者差別解消推進対応要綱に関する研修等の実施による職員の知識・技術の継承及び習得
・職員定数の適切な管理 平成29年４月１日現在定数内職員数986人 前年度比13人減（67増80減）
・職員採用による人財の確保（平成28年度途中採用及び平成29年４月１日付け新規採用職員数29人、平
成29年４月１日付け再任用職員14人（うち１人はフルタイム））

事業の総括
（主管課）

  組織的な人財育成を推進するため、新任職員、チューター、所属長・係長を対象とした「OJT研修」を
それぞれ実施したほか、「障がい者差別解消推進対応要綱に関する研修」を昨年度の管理職対象に引き
続き、係長職を対象に実施した。また、職員の専門性向上に係る自己啓発への取り組みを支援するた
め、「三鷹市職員の資格取得に係る経費助成要綱（平成29年４月１日施行）」を制定した。
　職員定数については、次年度に向けて、「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ」における指定管理者
制度の導入に伴い見直しを図る一方で、事業の拡充や新規事業に係る職員配置を行うなど、適切な管理
を行った。
　採用試験については、採用セミナーを駅前で夜間に実施するなど学生以外にも参加しやすい工夫を行
い、「一般事務」、「土木技術・建築技術・電気技術（経験者を含む。）」、「一般事務初級(障がい者
対象)、保育士、栄養士、保健師」の試験をそれぞれ実施し、必要な人財の確保を図った。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

27年度実績

決算額

執行率（％） 81.7% 

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　OJT研修は、新任職員を対象に４月５日、チューターを対象に４月27日、７月13日、所属長・係長対象
に４月15日に実施した。平成27年度中途及び平成28年４月１日付け新規採用者が59人であり、チュー
ターを含め、受講者は100人を超えた。障がい者差別解消推進対応要綱に関する研修は第一回を７月８日
に実施した(年４回実施予定)。
　採用試験は、６月５日に一般事務上級　(受験者358人)、７月24日に土木技術、建築技術、電気技術、
経験者(土木技術、建築技術、電気技術) (受験者65人)を実施した。また、新たな試みとして、採用セミ
ナーを夜間にネットワーク大学で開催し、受験者の確保に努めた。９月18日に保育士、保健師、栄養
士、一般事務初級(障がい者対象)を実施する予定である。
 職員定数については、今後、各部とのきめ細やかなヒアリングを行う。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

　職員力の向上を図るため、職員の専門性を高める。　委託化等により定数の見直しに引き続き取組む
一方、新事業の実施や国等の政策に適切に対応し、市民サービスの維持・向上のため、必要な職員配置
を行い、適切な定数管理を行う。組織力の維持向上のため、採用試験及び再任用選考を行い、人財確保
と知識・技術の継承を図る。

【事業概要】

【事業量】

　組織的な人財育成のため、OJT研修を実施するとともに、専門性向上のための資格取得支援制度を検討する。また、差
別解消推進対応要綱に関する研修を行う。定数については、必要な職員を配置するとともに、委託化等を進め適切に管
理する。再任用に当たっては、フルタイム化を検討し、採用については、職員の年齢構成等を考慮した試験により人財
確保に努める。

OJT研修（所属長・係長１回、チューター５回、新任職員３回）の実施。障がい者差別解消推進対応要綱に関する研修
（４回）の実施。各部との定数ヒアリングを実施。採用試験を実施（６月、７月、９月）。再任用選考を実施。

事
後
評
価

実
績

・OJT研修：新任職員対象３回（受講者98人）、チューター対象５回（受講者130人）、所属長・係長対象１回
（受講者数59人）
・障がい者差別解消推進対応要綱に関する研修：係長職（昨年度未受講管理職を含む。）対象４回（受講者数177
人）
・各部との定数ヒアリングの実施
・採用試験の実施　３回
　一般事務：６月５日実施〔358人受験〕、土木技術・建築技術・電気技術（経験者を含む。）：７月24日実施
〔65人受験〕、一般事務初級(障がい者対象)、保育士、栄養士、保健師：９月18日実施〔124人受験〕
・再任用選考の実施 15人

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月

14,035千円
17,183千円

13,755千円
18,464千円

11月 12月

74.5% 

28年度当初 28年度実績

予算額 18,464千円

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 人財育成基本方針に基づく職員力の向上及び職員定数の適切な管理
個別事業
掲載No

総 ― 7

人事制度・給与制度・職員研修の検証と改善 

人事制度・給与制度・職員研修の検証と改善 
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

△ △

内容検討 事業者決定・契約 システム構築 稼働開始　データの更新　コンテンツ内容の追加

コンテンツ内容の精査 データの移行

職員向け研修

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

▲ ▲

業務内容、仕様の検討 契約 システム改修等作業 11/1移行完了 市ホームページ内に

「よくある質問と回答」を掲載

各課でのコンテンツ確認・修正

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 よくある質問と回答（FAQ）システムの利便性の向上
個別事業
掲載No

総 ― 8

１ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・現行のシステムから三鷹市ホームページ内に移行し、利用者の検索・閲覧等における利便性の向上を
図る。
・スマートフォン・タブレット端末に対応した利用が可能となる。

【事業概要】

【事業量】

  平成21年度に導入した「FAQシステム」の更新にあたり、現行のASPサービスから市ホームベージ内で検索・閲
覧できるシステムに変更し市民の利便性の向上を図るとともに、併せて記載内容の精査・見直しを行う。また、
システムの更新により、利用者の増加が顕著なスマートフォン・タブレット端末に対応した利用ができるように
するとともに、掲載情報の更新等を行う職員向けの操作研修を実施し、掲載情報の適時な更新を行う体制の整備
を図り、コンテンツの量と質の充実に取り組む。

・市のホームページに「よくある質問と回答」ページを作成するシステムの仕様の検討、業者選定、導入
・現行システムで掲載の「よくある質問と回答」(約1,600)の内容精査後、ホームページシステムへデータの移行
・職員向け研修の実施

4,064千円

・これまでの独自のASPサービスから市ホームページ内に移行することで、平成29年度以降のサービス利
用料等が不要となり、経費の縮減を図ることができた。
・「よくある質問と回答」のコンテンツ修正・追加等をホームページ作成システムで行うことを可能と
したことから、職員の作業負担を軽減することができた。
・当初予定どおり、11月１日の移行を完了することができた。また、ホームページ内のデザインの配慮
並びに従来のFAQシステムに直接アクセスする利用者へ対応するリンク設定など、利用者の混乱を防止す
る対策をとったことで、一連の作業等に対する質問や苦情等は寄せられなかった。

事業評価
審査会

評価・意見等

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　当初予定どおり７月に委託事業者を決定し、11月からの稼働開始に向けた事務作業を進めるととも
に、全庁に対して現在のFAQシステムに掲載しているコンテンツの確認・修正作業を行ったうえで、デー
タの移行作業を行う。今後、秘書広報課とも連携してホームページ内に市民にとって見やすく使いやす
いサイトの設計を検討する。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2

27年度実績

決算額 3,229千円

事
後
評
価

実
績

　当初予定どおりに７月に委託事業者を決定し、システム改修及び現行のFAQシステムからのデータ取込みの準備
を行った。また、全庁に対して、現在のFAQシステムに掲載されているコンテンツの内容確認と修正作業を依頼
し、予定どおりに作業を終えた。並行して、秘書広報課と連携し、ホームページ内での「よくある質問と回答」
の表示方法等の検討・調整を行った。これらにより、当初予定の11月１日、移行作業を完了した。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

・ASPサービスから市ホームページ内に「よくある質問と回答」のコンテンツを移行し、ホームページ作
成システムを使用して、ホームページと同様に「よくある質問と回答」の修正、追加等の作業を可能と
した。
・「よくある質問と回答」を市ホームページ内に移行したことにより、ホームページと同様にスマート
フォン等に適した表示が可能となり、また、利用者による検索の利便性も向上した。
・システム改修等により、ホームページ作成システムと同様の操作で「よくある質問と回答」の修正等
作業が可能となったことから、別に研修は行わず、マニュアル等の整備と周知により、これに代えた。

事業の総括
（主管課）

予算額 3,230千円 4,064千円

28年度当初 28年度実績

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

3,896千円

執行率（％） 100.0% 95.9% 

予
算
執
行

21



4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

契約事務ハンドブック（増補版）の検討、作成 各課への配布

平成27年度発注状況等調査、分析 上半期調査、分析

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

小額契約受注希望者登録制度平成27年度発注状況調査 小額契約受注希望者登録制度状況調査

契約事務ハンドブック（増補版）の作成・配布

27年度実績

0千円 0千円

0千円

執行率（％） 0.0% 

決算額 0千円

12月

・28年４月　　　　小額契約受注希望者登録制度の平成27年度発注状況調査
・28年６月～９月　契約事務ハンドブック（増補版）の作成
・29年２月～３月　小額契約受注希望者登録制度の状況調査

1 事業評価審査会評価 2 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

10月 11月

事
後
評
価

実
績

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

事業評価
審査会

評価・意見等

主管課評価

・小額契約受注希望者登録制度登録事業者への発注状況（平成27年４月～平成28年３月）
　工事・修繕30件　3,719,050円　物品・委託105件　5,211,942円　合計135件　8,930,992円
・小額契約受注希望者登録状況（平成29年４月１日現在）
　工事・修繕22者　物品・委託24者　合計35者（重複11者を除く）

　契約事務ハンドブックについて、財務会計システムの基本操作手順等を加えた増補版を作成し、各課
への配布を行った。
　小額契約受注希望者登録制度については、平成27年度発注状況調査を行うとともに、制度見直し後の
効果等を確認するため、主管課契約の状況等について調査を行った。

事業の成果
（実績）

事業の総括
（主管課）

1 事業評価審査会評価 1

予
算
執
行

Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

0.0% 

28年度当初 28年度実績

予算額 0千円

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　契約事務ハンドブックの増補部分の掲載内容の検討を行うとともに、契約事務ハンドブック本体にお
いても一部修正の検討を行った。今後は修正及び作成作業を行う。
　小額契約受注希望者登録制度については、平成27年度発注状況等の調査・集計を行った。今後は平成
28年度上半期の発注状況調査を行う。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

主管課評価

12月

事業の成果
（目標）

・契約事務ハンドブック（増補版）の作成
・小額契約受注希望者登録制度における発注状況及び制度見直し後の効果等の調査、分析

【事業概要】

【事業量】

　入札の透明性、競争性及び公正性の向上を図るとともに、入札制度等の継続的な見直しを行う。昨年度に作成
した契約事務ハンドブックに財務会計システムの基本操作手順等を加えた増補版の作成に取り組む。
　三鷹市小額契約受注希望者登録制度について、制度のさらなる活用を図るため、発注状況等の調査を行う。

・財務会計システム基本操作手順等、契約事務ハンドブック（増補版）の掲載内容の検討及び作成
・小額契約受注希望者登録制度における平成27年度発注状況、制度見直し後の効果等の調査、分析

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 入札制度等の継続的な見直し
個別事業
掲載No

総 ― 9

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

▲審査請求の受付や審査体制等の整備・調整

　審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議の実施新たな行政不服審査制度の適切な運用を図るための様式類及び事務マニュアルの整備、審理員予定者と連携し

た研修・連絡調整会議の実施

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

▲

▲審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議の実施

主管課評価 1 事業評価審査会評価 1 Ｓ 計画以上  １ 計画どおり　２ 計画の７割未満　３ その他（取組方針の変更等）

30千円

執行率（％） 0.0% 1.2% 

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

27年度実績

決算額 0千円

2,498千円

2 事業評価審査会評価 2 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

　平成28年４月１日から新制度となり、審理体制等が変わったが、審理体制の整備については前年度の
三鷹市行政不服審査会条例等の制定等により対応が済んでおり、平成28年度はそれらの規程に基づく運
用が主であった。
　７月に実施した審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議においては、審理手続に関するDVD教材の
視聴、意見交換等を行い、審理員予定者へ新制度について丁寧な説明を行った。
　様式類及び事務マニュアルについては、年間を通じて当該様式及びマニュアルについて内容の精査を
行う等の調整を行い、完成度を高めるとともに、実際の審査請求に応じて更なる整備を進めた。

28年度当初 28年度実績

事
後
評
価

実
績

　改正行政不服審査法の施行日（平成28年４月１日）から、新たな行政不服審査制度（以下「新制度」とい
う。）の審査体制等の整備及び調整を行った。また、新制度の適切な運用を図るための様式類及び事務マニュア
ルの整備を行うとともに、７月には審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議を実施するほか、国等が実施す
る制度説明会や近隣市との情報交換会に参加し、事務処理体制や審査請求の処理事例などについて情報収集に努
めた。
　なお、平成28年度の審査請求の実績は、２件である。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（実績）

・新制度の適切な運用を図るための様式類及び事務マニュアルの整備を図り、年間を通じて当該様式及
びマニュアルについて内容の精査を行う等の調整を行い、完成度を高めた。
・審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議を、７月に実施した。

事業の総括
（主管課）

審査請求の受付や審査体制等の整備・調整

新制度の適切な運用を図るための様式類及び事務マニュアルの整備

審査請求に対する対応

予算額 0千円 2,488千円

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　行政不服審査制度の適切な運用を図るための様式類及び事務マニュアルの整備を進めた。７月に審理
員予定者と連携した研修・連絡調整会議を実施し、審理員が行う審理手続について共通認識を図った。
また、国等が実施する制度説明会や近隣市との情報交換会に参加し、事務処理体制や審査請求の処理事
例などについて情報収集に努めた。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

主管課評価

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

事業の成果
（目標）

・審査請求の受付や審査体制等の整備・調整
・新たな行政不服審査制度の適切な運用を図るための様式類及び事務マニュアルの整備
・審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議の実施

審査請求に対する対応

10月 11月 12月

【事業概要】

【事業量】

　改正行政不服審査法に基づく新たな制度となる、三鷹市行政不服審査会や審理員制度などの適切な運用と推進
を図る。様式や事務マニュアル等の整備を図り、受付や審査体制等の整備・調整を行うとともに、審理員予定者
と連携して研修・連絡調整会議を実施するなど、新たな制度による審査請求に対して的確な対応を図る。

　審査請求の受付や審査体制等の整備・調整、新たな行政不服審査制度の適切な運用を図るための様式類及び事
務マニュアルの整備、審理員予定者と連携した研修・連絡調整会議の実施

平成28年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 新たな行政不服審査制度の適正な運用
個別事業
掲載No

総 ― 10
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